
 

株式会社商工組合中央金庫 平成２３年３月期 決算概要 

平成２３年５月２５日 

定時株主総会開催予定日  平成２３年６月２２日 

配当支払開始予定日    平成２３年６月２４日 

ＵＲＬ  http://www.shokochukin.co.jp/ 

（百万円未満、小数点表示単位未満は切捨て） 

 

１．平成２３年３月期の連結業績（平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日） 

 

(1)連結経営成績 

     （％表示は対前期増減率） 

（注 1）包括利益 23年 3月期 17,080百万円（13.7％） 22年 3月期 15,011百万円（－％） 

（注 2）21 年 3 月期が平成 20 年 10 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日までの 6 カ月決算となっていることから、22 年 3 月

期の対前期増減率は記載しておりません。 
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(2)連結財政状態 

 総 資 産      純 資 産 １株当たり純資産 
連結自己資本比率

(注) 

 百万円 

 

百万円 

 

円   銭  ％   

２３年３月期 

２２年３月期 

12,135,664 

12,090,335 

860,527 

847,960 

140    52 

134  75 

 12.37 

11.39 

（参考）自己資本     23年 3月期 958,221百万円  22年 3月期 950,878百万円  

（注）「連結自己資本比率」は、金融庁･財務省･経済産業省告示に定められた算式に基づき算出しております。 

 

２．配当の状況  

 
１株当たり配当金 配当金総額 配当性向 純資産配当率 

（基準日） 

 

 

円  銭   百万円  ％ ％ 

      

      

２３年３月期 

民間保有株式 

政府保有株式 

－ 

3  00 

1  00 

4,498 

3,482 

1,016 

30.5 

44.3 

14.7 

1.5 

2.1 

0.7 

２２年３月期 

民間保有株式 

政府保有株式 

－ 

3  00 

1  00 

4,498 

3,482 

1,016 

80.1 

116.2 

38.7 

1.5 

2.2 

0.7 

 

 
(注) 平成 23年 3月期の期末配当金を民間保有株式 1株当たり 3円、政府保有株式 1株当たり 1円とする剰余金処分に 

係る議案を、次の定時株主総会に提出する予定であります。 

株式会社商工組合中央金庫法第 49条に基づき、剰余金の配当その他剰余金の処分の決議は、主務大臣の認可により 

その効力を生じます。 

 
経常収益 経常利益 当期純利益 

１株当たり 

当期純利益 

 百万円  ％  

 

  

百万円  ％  

 

百万円  ％  

       

円 銭 
２３年３月期 

２２年３月期(注 2) 

231,459(△3.5) 

239,943( － ) 

29,109(129.3) 

12,690(  －  ) 

15,867(136.6) 

6,704(  －  ) 

7  28 

3   7 
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３．その他  

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無   

新規 －社  (社名 －     ）  除外 －社  (社名 －      ） 

 

(2) 連結計算書類作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結計算書類作成のための基本と

なる重要な事項の変更に記載されるもの）  

① 会計基準等の改正に伴う変更  有  

② ①以外の変更   無 

〔(注)詳細は、連結注記表 16ページ「連結計算書類作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧下さい。〕 

 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

①期末発行済株式数（自己株式を含む）   23年 3月期    2,186,531,448株 

  22年 3月期     2,186,531,448株 

②期末自己株式数            23年 3月期       9,629,342株 

  22年 3月期         9,541,889株 

 

 

（参考）個別業績の概要 

 

１．平成２３年３月期の個別業績(平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日)  

 

(1)個別経営成績                                

                   （％表示は対前期増減率） 

 
経常収益 経常利益 当期純利益 

１株当たり 

当期純利益 

 百万円  ％  

 

  

百万円  ％  

 

  

百万円  ％  

 

  

円 銭 
 ２３年３月期 

２２年３月期(注) 

207,265(△3.4) 

214,632(  －  ) 

27,224(147.7) 

10,988(  －  ) 

14,711(161.9) 

5,616(  －  ) 

6  75 

2 57 

（注）21年 3月期が平成 20年 10月 1日から平成 21年 3月 31日までの 6カ月決算となっていることから、22年 3月期

の対前期増減率は記載しておりません。 

 

(2)個別財政状態 

 総 資 産      純 資 産 １株当たり純資産 
単体自己資本比率

(注) 

 百万円 

 

百万円 

 

円   銭  ％ 

２３年３月期 

２２年３月期 

12,093,975 

12,056,799 

854,399 

842,974 

139  45 

134  20 

12.37 

 11.40 

（参考）自己資本  23年 3月期   952,641百万円    22年 3月期 947,098百万円 

（注）「単体自己資本比率」は、金融庁･財務省･経済産業省告示に定められた算式に基づき算出しております。 
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１．経営成績 

 

（１）経営成績に関する分析 

当連結会計年度は、引き続き厳しい金融経済環境が続くなか、中小企業の皆さまからの期待を踏まえ、セーフ

ティネット機能の発揮を最重要事項とし、中小企業に対する唯一法定された指定金融機関として危機対応業務を

中心にその機能発揮に万全を期して取り組みました。  

損益面につきましては、経常収益は、その他業務収益が減少したことなどから、前連結会計年度比 84 億円減

少し、2,314 億円となりました。一方、経常費用は、資金調達費用及び貸倒引当金繰入額が減少したことなどから、

前連結会計年度比 249 億円減少し、2,023 億円となりました。 

以上により、経常利益は前連結会計年度比 164 億円増加し 291 億円、当期純利益は同 91 億円増加し 158 億

円となりました。なお、1 株当たり当期純利益は 7 円 28 銭となりました。 

 

（２）財政状態に関する分析   

当連結会計年度における主要勘定の動きは、次のとおりとなりました。 

貸出金は、セーフティネット機能を発揮し、お取引先の資金調達ニーズに対応した結果、期末残高は前連結

会計年度末比 742 億円増加し、9 兆 5,013 億円となりました。また、有価証券は、投資環境や市場動向を注視し

つつ、国内債券中心に運用を行った結果、期末残高は前連結会計年度末比 1,456 億円減少し、2 兆 3,337 億円

となりました。 

預金は、定期預金残高が増加したことなどから、期末残高は前連結会計年度末比 1,175 億円増加し、3 兆

4,510 億円となりました。また、債券は、割引債残高が減少したことなどから、期末残高は前連結会計年度末比

3,721 億円減少し、5 兆 5,689 億円となりました。 

これらの結果、総資産の期末残高は、前連結会計年度末比 453 億円増加し、12 兆 1,356 億円となりました。自

己資本比率（金融庁・財務省・経済産業省告示に基づき算出したもの）は、前連結会計年度末比 0.98％増加し、

12.37％となりました。 

 

自己資本比率 

(単位未満は切捨て) 

○ 連結自己資本比率 (国際統一基準) 

(単位：億円) 

 
平成 23 年 3 月末 平成 22 年 3 月末 増減 

自己資本比率 (％) 

基本的項目比率 (％) 

自己資本の額 

基本的項目の額 

総所要自己資本額 

12.37 

10.91 

9,582 

8,457 

6,196 

11.39 

9.99 

9,508 

8,342 

6,674 

0.98 

0.92 

73 

114 

△478 

リスク・アセット等 77,455 83,434 △5,979 

 

○ 単体自己資本比率 (国際統一基準) 

(単位：億円) 

 
平成 23 年 3 月末 平成 22 年 3 月末 増減 

自己資本比率 (％) 

基本的項目比率 (％) 

自己資本の額 

基本的項目の額 

総所要自己資本額 

12.37 

10.95 

9,526 

8,437 

6,159 

11.40 

10.03 

9,470 

8,335 

6,645 

0.97 

0.92 

55 

102 

△485 

リスク・アセット等 76,997 83,065 △6,067 
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（３）利益配分に関する基本方針及び当期の配当  

当金庫は、健全な経営基盤を構築するため内部留保の充実を図るとともに、安定配当を行っていくことを基本

方針としております。また、株式会社商工組合中央金庫法施行令第 15 条により、政府保有株式に対する配当は

1 株につき民間保有株式に対する 1 株当たり配当額の 3 分の 1 と規定されております。 

上記に基づきまして、平成 23年 3月期の期末配当金を民間保有株式１株当たり 3円、政府保有株式 1株当た

り１円とする剰余金処分に係る議案を、次の定時株主総会に提出する予定であります。 

 

（参考）子会社等の状況  

当金庫の連結対象となる子会社は、以下のとおりです。 

会社名 所在地 

（市区） 

主な事業内容 設立年月日 資本金 

（百万円） 

議決権の所 

有割合(％) 

八重洲商工株式会社 東京都港区 事務代行業務 昭和 37 年 9 月 8 日 90 100.00 

株式会社商工中金情報システム 東京都東村山市 ソフトウェアの開発、計算受託業務 昭和 48 年 12 月 14 日 70 100.00 
(100.00) 

商工サービス株式会社 東京都中央区 福利厚生業務 昭和 57 年 11 月 25 日 32 100.00 
(37.50) 

八重洲興産株式会社 東京都港区 不動産管理業務 昭和 47 年 6 月 22 日 35 100.00 

株式会社商工中金経済研究所 東京都港区 情報サービス、コンサルティング、

ベンチャーキャピタル業務 

昭和 49 年 12 月 10 日 80 100.00 
(76.92) 

商 工中金 リース株式 会社 東京都台東区 リース業務 昭和 57 年 10 月 8 日 1,000 100.00 

商中カード株式会社 東京都港区 クレジットカード業務 平成 3 年 1 月 22 日 70 100.00 

(注) 「議決権の所有割合」欄の( )内は子会社による間接所有の割合であります。 

 
 
２．経営方針 

 

（１）経営の基本方針  

当金庫は、「お客さまの成長こそが私たちの成長」であるとの企業理念の下、中小企業の皆さまの持続的な企

業価値向上に向けた取組みを継続し、お客さま本位のサービスを提供し、顧客満足を追求するという「お客さま

第一主義」の経営スタンスの徹底を図っております。 

「中小企業の、中小企業による、中小企業のための金融機関」として、皆さまから信頼され、支持され、今まで以

上にお役に立つことで、株主・投資家の皆さまから高く評価されるよう努めてまいります。 

 

（２）中期的な経営戦略  

 「中小企業組合と中小企業の皆さまの成長に貢献する」という使命を実現するための具体的なプログラムとし

て、平成20年10月から平成24年3月までを計画期間とする第一次中期経営計画を策定し、各種施策に取組んで

おります。 

中期経営計画においては、「使命」である中小企業の皆さまの企業価値向上に向けて、「①長期的な取引スタ

ンスに基づく安定的な資金供給とセーフティネット機能の発揮」、「②ライフステージに応じた多様なソリューション

提供」、「③社会的課題解決に向けた総合支援」、「④企業間連携・ネットワーク化支援」に全力で取組むこととし

ております。また、こうした使命実現を支える取組みとして、「資金調達基盤の拡充」、「健全な経営基盤の構築」、

「内部態勢整備」に努め、中小企業の皆さまの企業価値向上とともに、当金庫自らの企業価値向上を図ってまい

ります。 

 

（３）対処すべき課題  

東日本大震災による経済、金融、国民生活への影響は極めて甚大かつ広範囲に亘るなど復旧・復興に向けた

取組みは国家的な課題となっており、政府において、さまざまな支援策が順次実施されています。足許では、5 月

2 日に成立した平成 23 年度補正予算等において危機対応業務の総事業枠、1 社当たりの貸出限度額、利子補

給額等が拡大されるとともに、当金庫が震災対応に万全を期して取り組んでいけるよう、商工中金法の改正が行

われ、政府保有株式を全て処分する期限の延期等の措置がなされたところであります。 

このような環境において中小企業の皆さまをしっかりと支えていくことは、危機対応業務の指定金融機関である

とともに、公的金融で唯一、預金・決済機能、短期融資等のフルバンキング機能を有する当金庫の使命そのもの

であり、全国ネットワークを活用したその機能発揮について国や中小企業の皆さまからも強い期待が寄せられて
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おります。 

このような状況を踏まえ、当金庫といたしましては、求められる機能・役割の大きさを十分認識し、まずもって未

曽有の大規模災害の復旧・復興に向けてセーフティネット機能の発揮に万全を期すなど、災害復旧・地域経済復

興に取り組む中小企業の皆さまを支えていくことに組織をあげて最優先で取り組んでまいります。 

また、「中小企業金融の円滑化」を目的とした金融機関として、その使命・役割を的確に発揮していくため、

様々なノウハウやソリューションの提供などを通じ、経営全般に亘ってバックアップするなど中小企業の企業価値

向上に向けた取組みを一層強化してまいります。製造業を中心に海外進出が加速していることや、将来の少

子高齢化社会への対応など中長期的に産業構造が大きく変化することを見据え、幅広い業種・業態におい

て事業再編や構造改革の動きが加速することが見込まれるなか、特に、平成 23 年度は、お取引先からも

ご意見・ご要望が多く寄せられている「成長戦略支援」、「アジアを中心とした海外展開支援」、「ビジネス

マッチングやＭ＆Ａ等の企業間連携支援、事業承継支援」、「農商工連携支援」への取り組みを強化してま

いります。 

加えて、引き続き中小企業の皆さまに良質な資金供給を果たしていくため、個人・法人預金を主体に

資金調達の基盤拡充に向けた取組みを一層強化していくとともに、限られた経営資源を最大限有効に活

用する観点から、業務の効率化など一層の経営合理化に不断に取り組んでまいります。 

これら諸課題への取組みを強化することによって、当金庫の使命である中小企業組合と中小企業の皆

さまの成長に貢献するとともに、当金庫自らの健全な経営基盤の構築と収益力の向上へ繋げてまいりま

す。 
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第82期末（平成23年３月31日現在）連結貸借対照表 
 

                                                                             （単位：百万円） 

科 目                     金 額            科 目                     金 額            

（ 資 産 の 部 ）              

 現 金 預 け 金               

 コールローン及び買入手形 

 買 入 金 銭 債 権                

 特 定 取 引 資 産               

 有 価 証 券               

 貸 出 金               

 外 国 為 替               

 そ の 他 資 産               

 有 形 固 定 資 産               

   建 物            

   土 地            

   リ ー ス 資 産            

   その他の有形固定資産            

 無 形 固 定 資 産               

   ソ フ ト ウ ェ ア            

  その他の無形固定資産            

繰 延 税 金 資 産               

支 払 承 諾 見 返 

 貸 倒 引 当 金               

 

１１３，９３１ 

３７，３７７ 

２９，９２７ 

４０，３５３ 

２，３３３，７２７ 

９，５０１，３１９ 

１１，８４４ 

１０３，４０５ 

４１，５１７ 

１４，９８４ 

２４，３９７ 

３ 

２，１３２ 

８，４８７ 

６，８９５ 

１，５９１ 

６３，３５０ 

７６，１３７ 

△２２５，７１４ 

（ 負 債 の 部 ）              

 預 金               

 譲 渡 性 預 金               

 債 券               

 特 定 取 引 負 債               

借 用 金               

 外 国 為 替               

 そ の 他 負 債               

 賞 与 引 当 金               

 退 職 給 付 引 当 金               

 役 員 退 職慰 労 引当 金               

 睡眠債券払戻損失引当金 

 環 境 対 策 引 当 金 

 そ の 他 の 引 当 金                

 繰 延 税 金 負 債              

 

 

負 の の れ ん              

 支 払 承 諾               

 

 

３，４５１，０８９ 

４０，４３０ 

５，５６８，９６１ 

３３，９３９ 

１，８５５，９４９ 

９ 

２２０，０６１ 

４，３６５ 

１９，７３８ 

８５ 

３，６０７ 

２５０ 

６１ 

６３ 

３８７ 

７６，１３７ 

負 債 の 部 合 計               １１，２７５，１３７ 

（ 純 資 産 の 部 ）  

 資 本 金               

危 機 対 応 準 備 金 

 特 別 準 備 金               

 資 本 剰 余 金               

 利 益 剰 余 金 

 自 己 株 式               

 

２１８，６５３ 

１５０，０００ 

４００，８１１ 

０ 

８２，０２９ 

△９７０ 

株 主 資 本 合 計                        ８５０，５２３ 

その他有価証券評価差額金               

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益               

６，１０８ 

９８ 

  その他の包括利益累計額合計 ６，２０７ 

少  数  株  主  持  分 ３，７９６ 

純 資 産 の 部 合 計                        ８６０，５２７ 

資 産 の 部 合 計                 １２，１３５，６６４ 負債及び純資産の部合計                         １２，１３５，６６４ 
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第82期 
  
 

平 成 22年 ４月 １日 から  

 
 
連結損益計算書 

平成23年３月31日まで 

                     
    （単位：百万円） 

科 目                          金 額               

   経 常 収 益                
          資 金 運 用 収 益 

 

               貸 出 金 利 息 
               有 価 証 券 利 息 配 当 金 

コールローン利息及び買入手形利息 
買 現 先 利 息 
預 け 金 利 息 

              そ の 他 の 受 入 利 息 
          役 務 取 引 等 収 益                
          

 
特 定 取 引 収 益                

          
 

そ の 他 業 務 収 益                
        

 
そ の 他 経 常 収 益                

   
 

経 常 費 用                
          

 
資 金 調 達 費 用                

預 金 利 息 
 

譲 渡 性 預 金 利 息 
債 券 利 息 
コールマネー利息及び売渡手形利息 
債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 

借 用 金 利 息 
そ の 他 の 支 払 利 息 

          役 務 取 引 等 費 用                
       特 定 取 引 費 用       

  

          そ の 他 業 務 費 用                
          

 
営 業 経 費                

          
 

そ の 他 経 常 費 用                
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 

 

そ の 他 の 経 常 費 用 
経 常 利 益 
特 別 利 益 

固 定 資 産 処 分 益 
償 却 債 権 取 立 益 

特 別 損 失 
固 定 資 産 処 分 損 
資 産 除 去 債 務 会 計 基 準 の 適 用 に 伴 う 影 響 額 
環 境 対 策 引 当 金 繰 入 額 

   税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 
   法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 
   法 人 税 等 調 整 額 
   法 人 税 等 合 計 
  少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 
  少 数 株 主 利 益  
   当 期 純 利 益  

   
１８４，７３３ 
１６７，０７７ 
１４，４１０ 

２３２ 
６４ 
６４ 

２，８８２ 
１０，１５４ 

５，８８６ 
２６，４５９ 

    ４，２２５ 
 

５２，９００ 
５，６６４ 

１４５ 
３５，９９７ 

１９ 
０ 

１０，９９９ 
７４ 

２，４３８ 
５５ 

２３，３８９ 
７７，１０８ 
４６，４５７ 
３８，８６４ 
 ７，５９３ 

 
 

１，７４９ 
   ２５３ 

        
１５３ 
８９６ 

   ２４８ 
 

５，４８５ 
 ８，４５６ 

        
       

 

２３１，４５９ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２０２，３５０ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２９，１０９ 
       

２，００２ 
           
   

１，２９８ 
 

  
  

２９，８１３ 
       

 
 

１３，９４２ 
１５，８７０ 
     ３ 

 

１５，８６７ 
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第82期 連結包括利益計算書 

 

（単位：百万円） 

科     目 金               額 

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 １５，８７０ 

そ の 他 の 包 括 利 益 １，２０９  

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 １，３５９ 

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  △１４９               

包 括 利 益 

親 会 社 株 主 に 係 る 包 括 利 益 

少 数 株 主 に 係 る 包 括 利 益 

１７，０８０ 

  １７，０７７ 

           ３ 

 
 

 

平成22年４月 １日から 

平成23年３月31日まで 
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第82期 
  
 

平成22年４月 １日から  

 
 
連結株主資本等変動計算書 

平成23年３月31日まで 

   （単位：百万円） 

科     目  金    額 

株 主 資 本   

 資 本 金   

  前 期 末 残 高  ２１８，６５３ 

  当 期 変 動 額   

   当 期 変 動 額 合 計  ― 

  当 期 末 残 高  ２１８，６５３ 

 危 機 対 応 準 備 金   

  前 期 末 残 高  １５０，０００ 

  当 期 変 動 額   

   当 期 変 動 額 合 計  ― 

  当 期 末 残 高  １５０，０００ 

 特 別 準 備 金   

  前 期 末 残 高  ４００，８１１ 

  当 期 変 動 額   

   当 期 変 動 額 合 計  ― 

  当 期 末 残 高  ４００，８１１ 

 資 本 剰 余 金   

  前 期 末 残 高  ０ 

  当 期 変 動 額   

   自 己 株 式 の 処 分  ０ 

   当 期 変 動 額 合 計  ０ 

  当 期 末 残 高  ０ 

 利 益 剰 余 金   

  前 期 末 残 高  ７０，６６０ 

  当 期 変 動 額   

   剰 余 金 の 配 当  △４，４９８ 

   当 期 純 利 益  １５，８６７ 

   当 期 変 動 額 合 計  １１，３６８ 

  当 期 末 残 高  ８２，０２９ 

 自 己 株 式   

  前 期 末 残 高  △９５８ 

  当 期 変 動 額   

   自 己 株 式 の 取 得  △１２ 

   自 己 株 式 の 処 分  ０ 

   当 期 変 動 額 合 計  △１１ 

  当 期 末 残 高  △９７０ 

 株 主 資 本 合 計   

  前 期 末 残 高  ８３９，１６６ 

  当 期 変 動 額   

   剰 余 金 の 配 当  △４，４９８ 

   当 期 純 利 益  １５，８６７ 

   自 己 株 式 の 取 得  △１２ 

   自 己 株 式 の 処 分  ０ 

   当 期 変 動 額 合 計  １１，３５６ 

  当 期 末 残 高  ８５０，５２３ 
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科     目  金    額 

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額   

 そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金   

  前 期 末 残 高  ４，７４９ 

  当 期 変 動 額   

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  １，３５９ 

   当 期 変 動 額 合 計  １，３５９ 

  当 期 末 残 高  ６，１０８ 

 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益   

  前 期 末 残 高  ２４７ 

  当 期 変 動 額   

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  △１４９ 

   当 期 変 動 額 合 計  △１４９ 

  当 期 末 残 高  ９８ 

 そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計   

  前 期 末 残 高  ４，９９７ 

  当 期 変 動 額   

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  １，２０９ 

   当 期 変 動 額 合 計  １，２０９ 

  当 期 末 残 高  ６，２０７ 

少 数 株 主 持 分   

 前 期 末 残 高  ３，７９６ 

 当 期 変 動 額   

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  ― 

  当 期 変 動 額 合 計  ― 

 当 期 末 残 高  ３，７９６ 

純 資 産 合 計   

 前 期 末 残 高  ８４７，９６０ 

 当 期 変 動 額   

  剰 余 金 の 配 当  △４，４９８ 

  当 期 純 利 益  １５，８６７ 

  自 己 株 式 の 取 得  △１２ 

  自 己 株 式 の 処 分  ０ 

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  １，２０９ 

  当 期 変 動 額 合 計  １２，５６６ 

 当 期 末 残 高  ８６０，５２７ 

 

 

 

10



 連結注記表 

  

Ⅰ 連結計算書類の作成方針 

 子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、株式会社商工組合中央金庫法第 23条第２項、株式会社商

工組合中央金庫法施行令第７条第２項及び同条第３項に基づいております。 

   1. 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結される子会社及び子法人等   ７社 

会社名 

八重洲商工株式会社 

株式会社商工中金情報システム 

商工サービス株式会社 

八重洲興産株式会社 

株式会社商工中金経済研究所 

商工中金リース株式会社 

商中カード株式会社 

なお、株式会社日本商工経済研究所は、平成 22年４月１日付で会社名を株式会社商工中金経済研

究所に変更しております。 

(2) 非連結の子会社及び子法人等    ３社 

会社名 

八重洲緑関連事業協同組合 

商中第１号投資事業組合 

商中第２号投資事業組合 

非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、当期純損益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績

に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。 

   2．持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法適用の非連結の子会社及び子法人等   

該当ありません。 

(2) 持分法適用の関連法人等   

該当ありません。 

(3) 持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等    ３社 

会社名 

   八重洲緑関連事業協同組合 

商中第１号投資事業組合 

商中第２号投資事業組合 

(4) 持分法非適用の関連法人等 

該当ありません。  

持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に重要な影響を与えない

ため、持分法の対象から除いております。 
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    3. 連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項 

       連結される子会社及び子法人等の決算日は次のとおりであります。 

３月末日    ７社 

  4. のれんの償却に関する事項 

    のれん及び平成 22年３月 31日以前に発生した負ののれんは、５年間の定額法により償却しておりま 

す。 
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      記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

Ⅱ 会計処理基準に関する事項 

1. 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準 

金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を

利用して利益を得る等の目的（以下｢特定取引目的｣という。）の取引については、取引の約定時点を基準

とし、連結貸借対照表上｢特定取引資産｣及び｢特定取引負債｣に計上するとともに、当該取引からの損益

を連結損益計算書上｢特定取引収益｣及び｢特定取引費用｣に計上しております。 

特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については連結決算日の時価によ

り、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については連結決算日において決済したものとみな

した額により行っております。 

また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は､当連結会計年度中の受払利息等に､有価証券､金

銭債権等については前連結会計年度末と当連結会計年度末における評価損益の増減額を､派生商品に

ついては前連結会計年度末と当連結会計年度末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加え

ております。 

2. 有価証券の評価基準及び評価方法 

 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有

価証券のうち時価のある株式については当連結会計年度末前１ヵ月平均に基づいた市場価格等、時価の

ある株式以外のものについては連結決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は主として移動平均

法により算定)、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法

により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

 デリバティブ取引(特定取引目的の取引を除く)の評価は、時価法により行っております。 

4. 減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

   当金庫の有形固定資産は、定率法を採用しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

   建物  ２年～60年 

   その他 ２年～20年 

連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主とし

て定額法により償却しております。 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

    無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当

金庫並びに連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（主として５年）に基づいて償却し

ております。 

(3) リース資産 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間

を耐用年数とした定額法によっております。なお、残存価額については零としております。 
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5. 貸倒引当金の計上基準 

当金庫の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日本公

認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第４号）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債

権については、一定の種類毎に分類し、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績

率等に基づき引き当てております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分

可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を引き当てており

ます。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額

及び保証による回収可能見込額を控除した残額を引き当てております。 

破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権

の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権につい

ては、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額と

の差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により引き当てております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し､当該部署から独立

した資産監査部署が査定結果を監査しており､その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。 

連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案し

て必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額をそれぞれ引き当てております。 

 6. 賞与引当金の計上基準 

 賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職員に対する賞与の支給見込額のうち、当連

結会計年度に帰属する額を計上しております。 

 7. 退職給付引当金の計上基準 

退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、数理計算上の差異の損益処理方法は以下の

とおりであります。 

  数理計算上の差異  各連結会計年度の発生時の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数 

(14年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計 

年度から損益処理    

   8. 役員退職慰労引当金の計上基準 

 役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給

見積額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上しております。 

9. 睡眠債券払戻損失引当金の計上基準 

 睡眠債券払戻損失引当金は、負債計上を中止した債券等について、将来の払戻請求に応じて発生する

損失を見積り必要と認める額を計上しております。 

 10. 環境対策引当金の計上基準 

 環境対策引当金は、ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物の処理費用の支出に備えるため、今後発生

すると認められる額を計上しております。 

 

 

 

 

14



（追加情報） 

 当連結会計年度において、ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物の処理費用の金額的重要性が増した

ことから、今後の発生見込額を環境対策引当金として計上しております。 

 これにより、税金等調整前当期純利益は250百万円減少し、環境対策引当金は、同額増加しております。 

11. その他の引当金の計上基準 

その他の引当金は、商品の引き換えに備えるために、その引当見込額を計上した販売促進引当金及

び将来のキャッシング利息返還損失見込額を一括計上した利息返還損失引当金であります。 

12. 外貨建資産・負債の換算基準 

当金庫の外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、主として連結決算日の為替相場による円換算額を

付しております。 

連結される子会社及び子法人等の外貨建資産・負債については、それぞれの決算日等の為替相場に

より換算しております。 

13. 重要なヘッジ会計の方法 

(1)為替変動リスク・ヘッジ 

当金庫の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業にお

ける外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員

会報告第25号）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建

金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う為替スワップ取引をヘッジ手段とし、ヘッジ対

象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認する

ことによりヘッジの有効性を評価しております。 

  (2)連結会社間取引等 

デリバティブ取引のうち連結会社間及び特定取引勘定とそれ以外の勘定との間(又は内部部門間)の内

部取引については、ヘッジ手段として指定している金利スワップ取引に対して、「銀行業における金融商

品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 24

号。以下「業種別監査委員会報告第 24 号」という。）に基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ運営が可

能と認められる対外カバー取引の基準に準拠した運営を行っているため、当該金利スワップ取引から生

じる収益及び費用は消去せずに損益認識を行っております。 

なお、一部の資産・負債については、繰延ヘッジ、あるいは金利スワップの特例処理を行っておりま

す。 

連結される子会社及び子法人等の一部の資産･負債については、金利スワップの特例処理を行っており

ます。 

14. 消費税等の会計処理 

当金庫並びに連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によ

っております。 

15



連結計算書類作成のための基本となる重要な事項の変更 

（資産除去債務に関する会計基準） 

当連結会計年度から「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資

産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しており

ます。  

 これにより、経常利益は31百万円、税金等調整前当期純利益は927百万円減少しております。また、当会計基

準等の適用開始によるその他負債の増加額は88百万円、その他資産の減少額は810百万円であります。 

 

表示方法の変更 

（連結貸借対照表及び連結株主資本等変動計算書関係） 

  「経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する命令」（内閣府・ 

財務省・経済産業省令第１号平成23年３月25日）により改正された「経済産業省・財務省・内閣府関係株式 

会社商工組合中央金庫法施行規則」（平成20年内閣府・財務省・経済産業省令第１号）別紙様式を適用し、前連

結会計年度における「評価・換算差額等」は当連結会計年度から「その他の包括利益累計額」として表示して

おります。 

（連結損益計算書関係）  

  当連結会計年度から「経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を 

改正する命令」（内閣府・財務省・経済産業省令第３号平成22年９月21日）により改正された「経済産業省・ 

財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則」（平成20年内閣府・財務省・経済産業省令第１ 

号）別紙様式を適用し、「少数株主損益調整前当期純利益」を表示しております。 
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追加情報 

（特別準備金） 

平成20年10月１日の株式会社化に伴い、株式会社商工組合中央金庫法附則第５条に基づき、資本金、利益

剰余金から特別準備金への振替を行っております。 

なお、特別準備金は次の性格を有しております。 

(1) 剰余金の額の計算においては、株式会社商工組合中央金庫法第43条の規定に基づき、特別準備金の額は、

資本金及び準備金の額の合計額に算入されます。 

(2) 欠損のてん補を行う場合、株式会社商工組合中央金庫法第44条第２項の規定に基づき、資本準備金及び

利益準備金の額の合計額が零となったときは、特別準備金の額を減少することができます。なお、特別準

備金の額を減少した後において剰余金の額が零を超えることとなったときは、株式会社商工組合中央金庫

法第44条第４項の規定に基づき、特別準備金の額を増加しなければなりません。 

(3) 自己資本の充実の状況その他財務内容の健全性が向上し、その健全性が確保されるに至ったと認められ

る場合には、株式会社商工組合中央金庫法第45条の規定に基づき、株主総会の決議によって、特別準備金

の額の全部又は一部を国庫に納付することができます。 

(4) 仮に清算することとなった場合には、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、株式会社商工組

合中央金庫法第46条の規定に基づき、特別準備金の額を国庫に納付するものとされています。 

 

（危機対応準備金） 

株式会社商工組合中央金庫法附則第１条の２に基づき、危機対応業務の円滑な実施のため、政府が出資し

た金額を危機対応準備金として計上しております。 

なお、危機対応準備金は次の性格を有しております。 

(1) 剰余金の額の計算においては、株式会社商工組合中央金庫法第43条の規定に基づき、危機対応準備金の

額は、資本金及び準備金の額の合計額に算入されます。 

(2) 欠損のてん補を行う場合、株式会社商工組合中央金庫法第44条第１項の規定に基づき、特別準備金の額

が零となったときは、危機対応準備金の額を減少することができます。なお、危機対応準備金の額を減少

した後において剰余金の額が零を超えることとなったときは、株式会社商工組合中央金庫法第44条第４項

の規定に基づき、危機対応準備金の額を増加しなければなりません。この危機対応準備金の額の増加は、

株式会社商工組合中央金庫法第44条第５項の規定に基づき、特別準備金の額の増加に先立って行うことと

されています。 

(3) 危機対応業務の円滑な実施のために必要な財政基盤が十分に確保されるに至ったと株式会社商工組合中

央金庫が認める場合には、株式会社商工組合中央金庫法第45条に基づき、株主総会の決議によって、危機

対応準備金の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付するものとされています。 

(4) 仮に清算することとなった場合には、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、株式会社商工組

合中央金庫法第46条の規定に基づき、危機対応準備金の額を国庫に納付するものとされています。 
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注記事項 

 （連結貸借対照表関係） 

1. 関係会社の株式及び出資金総額(連結子会社及び連結子法人等の株式及び出資金を除く)514百万円 

2. 貸出金のうち、破綻先債権額は 105,758百万円、延滞債権額は 197,725百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により

元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却

を行った部分を除く。以下｢未収利息不計上貸出金｣という。)のうち、法人税法施行令(昭和 40年政令第

97号)第 96条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸

出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援

を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

3. 貸出金のうち、３ヵ月以上延滞債権額は 1,537百万円であります。 

なお、３ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延して

いる貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

4. 貸出金のうち、貸出条件緩和債権に該当する金額はありません。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、

利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破

綻先債権、延滞債権及び３ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

5. 破綻先債権額、延滞債権額、３ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は 305,021 百万

円であります。 

なお、上記２.から５.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

6. 手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより

受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という

方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は295,955百万円であります。 

7. 担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

     有価証券                     186,417百万円 

   その他資産              343百万円 

担保資産に対応する債務 

     預金                          5,448百万円 

借用金                        35,000百万円 

その他負債                284百万円 

上記のほか、為替決済、デリバティブ等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価

証券 177,325百万円を差し入れております。 

また、その他資産のうち保証金・敷金等は、2,461百万円であります。 

8. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた

場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約す

る契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、854,543 百万円であります。このうち原契

約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが 819,923百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのも

のが必ずしも当金庫並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与え
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るものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事

由があるときは、当金庫並びに連結される子会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融資の中止又

は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要

に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている金庫内手続に

基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 

9. 有形固定資産の減価償却累計額    77,336百万円 

10. 有形固定資産の圧縮記帳額      18,328百万円 

11. 借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金46,000

百万円が含まれております。 

12. 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する

保証債務の額は192,389百万円であります。 

13. １株当たりの純資産額   140円52銭 

純資産額の算定にあたっては、株式会社商工組合中央金庫法施行規則に基づき、危機対応準備金及び

特別準備金を控除しております。 

14. 当連結会計年度末の退職給付債務等は以下のとおりであります。 

退職給付債務             △118,064百万円 

年金資産（時価）             75,389 

未積立退職給付債務          △42,675 

未認識数理計算上の差異         28,283 

連結貸借対照表計上額の純額      △14,391 

前払年金費用          5,346  

退職給付引当金       △19,738 

 

 （連結損益計算書関係） 

1. 「その他の経常費用」には、貸出金償却851百万円及び株式等償却2,403百万円を含んでおります。 

2. １株当たり当期純利益金額   ７円 28銭 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

 1． 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（単位：千株） 
 

 前連結会計年度末

株式数 

当連結会計年度 

増加株式数 

当連結会計年度 

減少株式数 

当連結会計年度末

株式数 

摘  要 

発行済株式      

 普通株式 2,186,531 ― ― 2,186,531  

合計 2,186,531 ― ― 2,186,531  

自己株式      

 
普通株式 9,541 90 2 9,629 (注) 

合計 9,541 90 2 9,629  

 (注) 自己株式のうち普通株式の増加は、単元未満株式の買取請求に応じたことによるものでありま 

す。減少は、単元未満株式の買増請求に応じたことによるものであります。 

2. 配当に関する事項 

（1）当連結会計年度中の配当金支払額 

 

（決議） 株式の種類 
配 当 金 の 

総額 

１株当たり 

配当額 
基準日 効力発生日 

平成 22年６月 22日 

定時株主総会 

普通株式 

（政府分） 
1,016百万円 1.0円(注) 

平成 22年３月 31日 平成 22年６月 24日 
普通株式 

(政府以外分) 
3,482百万円 3.0円 

(注)   株式会社商工組合中央金庫法第50条により、政府の所有する株式に対し剰余金の配当をする

場合には、政府以外の者の所有する株式１株に対して配当する剰余金に１を超えない範囲で政

令で定める割合を乗じて得た額を政府の所有する株式１株に対して配当しなければならないと

されています。なお、株式会社商工組合中央金庫法施行令第15条により、政令で定める割合は

３分の１とされています。 
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(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となる

もの 

（決議予定） 株式の種類 
配 当 金 の 

総額 

配当の

原資 

１株当た

り配当額 
基準日 効力発生日 

平成 23年６月 22日 

定時株主総会 

普通株式 

（政府分） 
1,016百万円 

利益 

剰余金 

1.0円 

(注１) 平成 23年

３月 31日 

平成 23年６月 22日 

定時株主総会及び 

主務大臣認可後 

(注２) 
普通株式 

(政府以外分) 
3,482百万円 3.0円   

（注）１． 株式会社商工組合中央金庫法第50条により、政府の所有する株式に対し剰余金の配当を

する場合には、政府以外の者の所有する株式１株に対して配当する剰余金に１を超えない

範囲で政令で定める割合を乗じて得た額を政府の所有する株式１株に対して配当しなけれ

ばならないとされています。なお、株式会社商工組合中央金庫法施行令第15条により、政

令で定める割合は３分の１とされています。 

２． 株式会社商工組合中央金庫法第49条に基づき、剰余金の配当その他剰余金の処分の決議

は、主務大臣の認可によりその効力を生じます。 
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（金融商品関係） 

1． 金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

当金庫グループは融資事業及びデリバティブ取引の提供等の金融サービス事業を行っております。 

これらの事業を行うため、預金の受入れ、債券の発行等による資金調達を行っております。このように、

保有する資産・負債は、金利・有価証券の価格・為替相場等様々な市場のリスクファクターの変動により、

その価値が変動し損失を被るリスクを有しております。こうしたリスクを適正に管理しつつ、安定した収益

を確保する観点から、資産及び負債の総合的管理（ＡＬＭ）を実施しており、その一環として、デリバティ

ブ取引も行っております。 

  (2) 金融商品の内容及びそのリスク 

当金庫グループにおける資産は、主として国内の取引先に対する事業性の貸出金であり、取引先の財務状

況の悪化等により損失を被るリスク（信用リスク）があります。 

また、有価証券は、主に債券及び株式であり、債券については一部を満期保有目的で、トレーディング業

務では売買目的で保有し、株式については純投資目的及び政策投資目的で保有しております。これらは、そ

れぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。 

債券及び借用金は、一定の環境の下で当金庫グループが市場を利用できなくなる場合など、支払期日にそ

の支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されております。 

デリバティブ取引にはＡＬＭの一環で行っている金利スワップ取引や通貨スワップ取引等があります。当

金庫グループでは、これらを利用して、債券、借用金、外貨建ての貸出金に関わる金利の変動リスクや為替

の変動リスクを回避しております。なお、ヘッジ会計の適用要件を満たすデリバティブ取引については、ヘ

ッジ会計を適用しております。これらのヘッジ開始から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象と

ヘッジ手段の残高を比較する等により、ヘッジの有効性を確認しております。 

このほか、トレーディング業務では、取引先の金利や為替の変動リスクをヘッジするニーズに応える目的

や、金利や為替の変動による短期的な収益獲得を目的として、金利スワップ取引や通貨スワップ取引、債券

先物取引、為替予約取引等を行っております。 

 (3) 金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスクの管理 

当金庫グループは、信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出金について、信用格付、与信許容限度、

個別案件毎の与信審査、担保・保証等の与信管理に関する体制を整備し運営しております。これらの与信管

理は、各営業店のほか審査部により行われ、また、大口与信先への対応については、定期的に経営陣による

投融資会議等を開催し、付議しております。さらに、リスク管理の実効性を確保するため、監査部がリスク

管理態勢等の監査を行っております。 

有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパーティーリスクに関しても、信用リ

スクに関する管理諸規程に従い、信用格付、与信許容限度による管理体制を整備し運営しております。対市

場取引については、統合リスク管理部による外部格付のモニタリングや市場取引部署による信用情報等の収

集等に基づき、定期的に管理しております。 
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② 市場リスクの管理 

(ⅰ) 金利リスクの管理 

当金庫グループでは、バンキング業務、トレーディング業務毎に複数のカテゴリーに区分した上で、経営

会議やＡＬＭ会議が設定した10bpv（金利の10ベーシス・ポイント（0.10％）の上昇が時価に与える影響額）

やバリュー・アット・リスク（ＶａＲ）の限度額に基づき金利の変動リスクを管理しております。「市場関

連リスク管理規程」等において、リスク管理方法や手続等の詳細を明記しており、ＡＬＭ会議等において実

施状況の把握・確認、今後の対応等の協議を行っております。日常的には統合リスク管理部において金融資

産及び負債の金利リスクの状況を把握し、評価損益や10bpv、ＶａＲ等によりモニタリングを行い、日次で

担当取締役に、月次で代表取締役並びにＡＬＭ会議に報告しております。なお、ＡＬＭ会議等の決定により、

金利の変動リスクをヘッジするための金利スワップ等のデリバティブ取引も行っております。 

(ⅱ) 為替リスクの管理 

為替の変動リスクに関して、日次の総合持高管理により為替持高の一定範囲内への抑制を行っておりま

す。 

(ⅲ) 価格変動リスクの管理 

   株式については、純投資目的と政策投資目的で運用方針を区分し、以下のとおり管理をしております。 

純投資株式については、経営会議やＡＬＭ会議が設定した保有残高やＶａＲの限度額に基づき価格変動リ

スクを管理するとともに、格付のモニタリングによる業況把握も行っております。 

政策投資株式については、取締役会が年度間総合計画において、保有残高の限度額を決定しております。

政策投資株式のうち上場株式についてもＶａＲの限度額を設けて価格変動リスクを管理するとともに、株価

推移管理による業況確認や、未公開株式も含めた保有方針の見直しを行っております。 

具体的なリスク管理方法や手続き等の詳細については「市場関連リスク管理規程」等に明記しており、Ａ

ＬＭ会議等において実施状況の把握・確認、今後の対応等の協議を行っております。日常的には統合リスク

管理部において純投資株式や政策投資株式の残高や評価損益、ＶａＲ等によりモニタリングを行い、日次で

担当取締役に、月次で代表取締役並びにＡＬＭ会議に報告しております。 

(ⅳ) デリバティブ取引 

デリバティブ取引に関しては、取引の執行、ヘッジ有効性の評価、事務管理に関する部門をそれぞれ分離

し内部牽制を確立しております。 

(ⅴ) 市場リスクに係る定量的情報 

(ア) トレーディング目的の金融商品 

当金庫グループでは、「特定取引資産」のうちの売買目的有価証券、「デリバティブ取引」のうちトレー

ディング目的として保有している金融商品に関するＶａＲの算定にあたっては、分散共分散法（保有期間10

日、信頼区間99%、観測期間１年）を採用しております。 

平成23年３月31日現在で当金庫グループのトレーディング業務の市場リスク量（損失額の推計値）は、全

体で440百万円であります。 

なお、当金庫グループでは、モデルが算出するＶａＲと実際の損益を比較するバックテスティングを実施

しております。平成22年度のトレーディング業務に関して実施したバックテスティングの結果、使用する計

測モデルは十分な精度により市場リスクを捕捉しているものと考えております。ただし、ＶａＲは過去の相

場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量を計測しており、通常では考えられな

いほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。 
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(イ) トレーディング目的以外の金融商品 

トレーディング目的以外で保有している主たる金融商品は、「貸出金」、「有価証券」のその他有価証券に

分類される債券と株式、満期保有目的の債券に分類される債券、「預金」、「譲渡性預金」、「債券」、「借

用金」、「デリバティブ取引」のうちの金利スワップ取引と通貨スワップ取引であります。これらの金融商

品に関するＶａＲの算定にあたっては、分散共分散法(保有期間１ヵ月～１年、信頼区間99%、観測期間１年)

を採用しております。 

平成23年３月31日現在で当金庫グループのトレーディング目的以外の業務の市場リスク量（損失額の推計

値）は、全体で26,699百万円となっております。ただし、ＶａＲは過去の相場変動をベースに統計的に算出

した一定の発生確率での市場リスク量を計測しており、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況

下におけるリスクは捕捉できない場合があります。 

なお、当金庫グループでは、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける金融資産及び金融負債に

ついて、10bpvを金利の変動リスクの管理にあたっての定量的分析に利用しております。金利以外のすべての

リスク変数が一定であることを仮定し、平成23年３月31日現在、指標となる金利が10ベーシス・ポイント上

昇したものと想定した場合には、金融商品の時価が7,804百万円減少するものと把握しております。当該影響

額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変数との相関を考慮し

ておりません。また、金利に10ベーシス・ポイントを超える変動が生じた場合等には、算定額を超える影響

が生じる可能性があります。 

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理 

当金庫グループでは、運用と調達の年度間純増減計画を決定した上で、年度間及び月次で資金計画を作成

して資金ポジションを把握しております。資金調達手段は、長期安定資金となる債券を中心とすることによ

り流動性リスクを抑制するとともに、預金による調達を行っております。また、短期市場での調達も行って

いる他、無担保での調達が困難な状況に備えて、有担保調達が可能なように担保差入可能な債券を保有して

おります。 

流動性リスクを抑制するための流動性リスク管理計数をＡＬＭ会議において設定し、その遵守状況は統合

リスク管理部において把握し、日次で担当取締役に、四半期毎に代表取締役並びにＡＬＭ会議に報告してお

ります。 

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含 

まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によ

った場合、当該価額が異なることもあります。 
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2． 金融商品の時価等に関する事項 

平成 23 年３月 31 日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません((注２)参

照)。また、「連結貸借対照表計上額」の重要性が乏しい科目については、記載を省略しております。 

（単位：百万円）   

 連結貸借対照表

計上額 
時 価 差 額 

(1) 特定取引資産 

  売買目的有価証券 

(2) 有価証券 

  満期保有目的の債券 

  その他有価証券 

(3) 貸出金 

貸倒引当金（＊１） 

 

2,125 

 

349,972 

1,974,615 

9,501,319 

△219,375 

 

2,125 

 

352,310 

1,974,615 

 

 

― 

 

2,337 

― 

 

9,281,943 9,360,800 78,857 

資産計 11,608,656 11,689,851 81,194 

(1) 預金 

(2) 譲渡性預金 

(3) 債券 

(4) 借用金 

3,451,089 

40,430 

5,568,961 

1,855,949 

3,452,623 

40,450 

5,581,015 

1,861,327 

1,534 

20 

12,054 

5,378 

負債計 10,916,429 10,935,417 18,987 

デリバティブ取引（＊２） 

ヘッジ会計が適用されていないもの 

 ヘッジ会計が適用されているもの 

 

9,986 

(24) 

 

9,986 

(24) 

 

― 

― 

デリバティブ取引計 9,962 9,962 ― 

（＊１） 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 

（＊２） 特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しており

ます。 

デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる

項目については、（ ）で表示しております。 

 

（注１） 金融商品の時価の算定方法 

(1) 特定取引資産 

資 産 

トレーディング目的で保有している債券等の有価証券については、取引所の価格又は取引金融機関から

提示された価格によっております。 
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(2)  有価証券 

株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。当金

庫保証付私募債は、私募債の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規発

行を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、発行体からの保証料は、元

利金の合計額に含めております。また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する私募債については、担

保及び保証による回収見込額等を時価としております。 

 なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「（有価証券関係）」に記載しております。 

(3) 貸出金 

貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規

貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、残存期間が短期間の割引

手形は、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの

現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決

算日における連結貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額を時価

としております。 

貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものにつ

いては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿

価額を時価としております。 

(1) 預金、及び(2)譲渡性預金 

負 債 

   要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。

また、定期預金及び譲渡性預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り

引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いて

おります。 

(3) 債券 

     当金庫の発行する債券の時価は、市場価格のあるものは市場価格によっております。市場価格のないも

のは、債券の回号ごとに区分した当該債券の元利金の合計額を同様の債券を発行した場合に適用されると

考えられる利率で割り引いて現在価値を算定しております。なお、一部の債券は金利スワップの特例処理

の対象とされており、その場合は債券の時価と金利スワップの時価を合算して算定しております。 

(4) 借用金 

     借用金については、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を同様の借入において想定

される利率で割り引いて現在価値を算定しております。一部の借用金は金利スワップの特例処理の対象と

されており、その場合は借用金の時価と金利スワップの時価を合算して算定しております。 

デリバティブ取引は、金利関連取引（金利先物、金利スワップ等）、通貨関連取引（通貨スワップ等）、

その他（地震デリバティブ取引）であり、取引所の価格、割引現在価値やオプション価格計算モデル等

により算出した価額によっております。 

デリバティブ取引 
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（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資

産（２）その他有価証券」には含まれておりません。 

                                       （単位：百万円） 

区 分 連結貸借対照表計上額 

① 非上場株式(＊１) (＊２) 8,634 

② 組合出資金(＊３) 504 

合  計 9,139 

(＊１) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることか

ら時価開示の対象とはしておりません。 

(＊２) 当連結会計年度において、非上場株式について 71百万円減損処理を行っております。 

(＊３) 組合出資金のうち、組合財産が非上場株式等時価を把握することが極めて困難と認められるもの

で構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。 
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(有価証券関係) 

連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「特定取引資産」中の商品有価証券、並びに「買入金銭債権」中の

信託受益権が含まれております。 

1． 売買目的有価証券（平成23年３月31日現在） 

 当連結会計年度の損益に含まれた

評価差額（百万円） 

売買目的有価証券 △2 

 

2． 満期保有目的の債券（平成23年３月31日現在） 

 

種類 

連結貸借対照表

計上額 
時価 差額 

 （百万円） （百万円） （百万円） 

時価が連結貸借

対照表計上額を

超えるもの 

国債 219,713 222,571 2,858 

社債 7,815 7,830 14 

小計 227,528 230,401 2,873 

時価が連結貸借

対照表計上額を

超えないもの 

国債 122,443 121,908 △535 

社債 - - - 

小計 122,443 121,908 △535 

合計 349,972 352,310 2,337 
 

3． その他有価証券（平成23年３月31日現在） 

 

種類 

連結貸借対照表

計上額 
取得原価 差額 

 （百万円） （百万円） （百万円） 

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えるもの 

株式 9,086 4,932 4,153 

債券 1,394,036 1,385,327 8,708 

国債 1,009,037 1,003,791 5,245 

地方債 99,526 99,071 455 

社債 285,472 282,464 3,008 

その他 836 833 2 

小計 1,403,958 1,391,093 12,864 

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えないも

の 

株式 5,961 7,093 △1,131 

債券 559,056 560,488 △1,431 

国債 480,112 481,163 △1,050 

地方債 40,596 40,744 △148 

社債 38,346 38,579 △233 

その他 20,880 20,985 △104 

小計 585,898 588,566 △2,667 

合計 1,989,857 1,979,660 10,196 
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4.   当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

 売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円) 

株式 281 107 24 

債券 133,069 1,173 109 

 国債 133,069 1,173 109 

その他 26,984 30 1,412 

合計 160,335 1,311 1,545 
 

 

5． 減損処理を行った有価証券 

 有価証券（売買目的有価証券を除く。）で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べ

て著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該

時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処理（以下

「減損処理」という。）しております。 

当連結会計年度における減損処理額は、2,846百万円（うち、株式2,332百万円、社債514百万円）であ 

ります。 

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準において、有価証券

の発行会社の区分ごとに次のとおり定めております。 

       破綻先、実質破綻先、破綻懸念先  時価が取得原価に比べて下落 

       要注意先             時価が取得原価に比べて30％以上下落 

       正常先              時価が取得原価に比べて50％以上下落 

なお、要注意先とは今後管理に注意を要する債務者、正常先とは破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び 

要注意先以外の債務者であります。 
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第82期末（平成23年３月31日現在）貸借対照表 
 

                                                                               （単位：百万円） 
科 目                     金 額            科 目                     金 額            

（ 資 産 の 部 ）              
 現 金 預 け 金               
   現 金            
   預 け 金            
 コ ー ル ロ ー ン               
 買 入 金 銭 債 権                
 特 定 取 引 資 産               
   商 品 有 価 証 券            
   特 定 金 融 派 生 商 品            
 有 価 証 券               
   国 債            
   地 方 債            
   社         債 
   株 式            
   そ の 他 の 証 券            
 貸 出 金               
   割 引 手 形            
   手 形 貸 付            
   証 書 貸 付            
   当 座 貸 越            
 外 国 為 替               
   外 国 他 店 預 け            
   買 入 外 国 為 替            
  取 立 外 国 為 替            
 そ の 他 資 産               
   未 決 済 為 替 貸            
   前 払 費 用            
   未 収 収 益            
  金 融 派 生 商 品            
  そ の 他 の 資 産            
 有 形 固 定 資 産               
   建 物            
   土 地            
   リ ー ス 資 産            
   その他の有形固定資産            
 無 形 固 定 資 産               
   ソ フ ト ウ ェ ア            
  その他の無形固定資産            
繰 延 税 金 資 産               

 支 払 承 諾 見 返               
   支 払 承 諾 見 返            
   代 理 貸 付 保 証 見 返            
 貸 倒 引 当 金               

 
１１３，８８５ 

２４，１４０ 
８９，７４４ 
３７，３７７ 
２９，９２７ 
４０，３５３ 
２，１２５ 

３８，２２７ 
２，３３７，０４７ 
１，８３１，３０７ 

１４０，１２３ 
３３１，６３４ 
２７，０１５ 
６，９６７ 

９，５２０，２９５ 
２９５，０２１ 
５９８，９６０ 

７，４８２，５８９ 
１，１４３，７２３ 

１１，８４４ 
７，６２２ 

９３３ 
３，２８８ 

４１，２６３ 
１０ 

４，３４９ 
１１，０４８ 
５，７５９ 

２０，０９５ 
３９，９５３ 
１４，３５２ 
２３，８４８ 

５４８ 
１，２０４ 
８，５６８ 
６，９８４ 
１，５８３ 

６２，３５６ 
７５，９８５ 
７３，６８３ 
２，３０１ 

△２２４，８８１ 
 

（ 負 債 の 部 ）              
 預 金               
   当 座 預 金            
   普 通 預 金            
   通 知 預 金            
   定 期 預 金            
   そ の 他 の 預 金            
 譲 渡 性 預 金               
 債 券               
   債 券 発 行 高            
 特 定 取 引 負 債               
  特 定 金 融 派 生 商 品            
 借 用 金               
  借 入 金            
 外 国 為 替               
   売 渡 外 国 為 替            
  未 払 外 国 為 替            
 そ の 他 負 債               
   未 決 済 為 替 借            
   未 払 法 人 税 等            
   未 払 費 用            
   前 受 収 益            
  従 業 員 預 り 金            
   金 融 派 生 商 品            
   リ ー ス 債 務            
  資 産 除 去 債 務            
  未 払 債 券 元 金            
   そ の 他 の 負 債            
 賞 与 引 当 金               
 退 職 給 付 引 当 金               
 役員退職慰労引当金               
 睡眠債券払戻損失引当金              
 

 
環 境 対 策 引 当 金              

 支 払 承 諾               
 

   支 払 承 諾            
 代 理 貸 付 保 証            

 
３，４５５，８５３ 

４６５，４２９ 
７９４，５３８ 
６９，４０７ 

２，０１５，７１５ 
１１０，７６１ 
４０，４３０ 

５，５６９，２０１ 
５，５６９，２０１ 

３３，９３９ 
３３，９３９ 

１，８２１，２２４ 
１，８２１，２２４ 

９ 
４ 
５ 

２１５，６２６ 
０ 

５，２９９ 
１９，７１１ 
１５，２２４ 
４，０３８ 

８６ 
５７１ 
８９ 

１６１，２７５ 
９，３２９ 
４，１６０ 

１９，２３０ 
５８ 

３，６０７ 
２５０ 

７５，９８５ 
７３，６８３ 
２，３０１ 

負 債 の 部 合 計               １１，２３９，５７６ 

（ 純 資 産 の 部 ）  
 資 本 金               
 危 機 対 応 準 備 金               
 特 別 準 備 金               
 資 本 剰 余 金               
  そ の 他 資 本 剰 余 金            
 利 益 剰 余 金  
   利 益 準 備 金            

そ の 他 利 益 剰 余 金            
固定資産圧縮積立金  

    特 別 積 立 金 
繰 越 利 益 剰 余 金 

 自 己 株 式               

 
２１８，６５３ 
１５０，０００ 
４００，８１１ 

０ 
０ 

７９，７１４ 
１５，２１４ 
６４，５００ 

６４４ 
４９，５７０ 
１４，２８４ 

△９７０ 

株 主 資 本 合 計                        ８４８，２０８ 

その他有価証券評価差額金               
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益               

６，０９２ 

９８ 

評価・換算差額等合計                        ６，１９０ 

純 資 産 の 部 合 計                        ８５４，３９９ 

資 産 の 部 合 計                 １２，０９３，９７５ 負債及び純資産の部合計                         １２，０９３，９７５ 
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 ‐2‐ 

 
 

第82期 
  
 

平成22年４月 １日から  

 
 
損益計算書 

平成23年３月31日まで 

                  
   （単位：百万円）    

科 目                          金 額               

経 常 収 益                
          

  
資 金 運 用 収 益               

貸 出 金 利 息 
 

有 価 証 券 利 息 配 当 金 
コ ー ル ロ ー ン 利 息 
買 現 先 利 息 
預 け 金 利 息 
そ の 他 の 受 入 利 息 

          役 務 取 引 等 収 益                
受 入 為 替 手 数 料 

 

そ の 他 の 役 務 収 益 
          特 定 取 引 収 益                

商 品 有 価 証 券 収 益 
 

特 定 金 融 派 生 商 品 収 益 
          そ の 他 業 務 収 益                

外 国 為 替 売 買 益 
 

国 債 等 債 券 売 却 益 
金 融 派 生 商 品 収 益 

        そ の 他 経 常 収 益                
株 式 等 売 却 益 

 

そ の 他 の 経 常 収 益 
経 常 費 用                

          
  

資 金 調 達 費 用                
預 金 利 息 

 

譲 渡 性 預 金 利 息 
債 券 利 息 
コ ー ル マ ネ ー 利 息 
債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 
借 用 金 利 息 
そ の 他 の 支 払 利 息 

          役 務 取 引 等 費 用                
支 払 為 替 手 数 料 

 

そ の 他 の 役 務 費 用 
          特 定 取 引 費 用                

特 定 取 引 有 価 証 券 費 用 
 

          そ の 他 業 務 費 用                
国 債 等 債 券 売 却 損 

 

    国 債 等 債 券 償 却 
債 券 発 行 費 償 却 
そ の 他 の 業 務 費 用 

          営 業 経 費                
          

 
そ の 他 経 常 費 用                

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 
 

貸 出 金 償 却 
株 式 等 売 却 損 
株 式 等 償 却 
そ の 他 の 経 常 費 用 

経 常 利 益                  
特 別 利 益                

固 定 資 産 処 分 益 
  

   償 却 債 権 取 立 益 
特 別 損 失                

固 定 資 産 処 分 損 
  

資 産 除 去 債 務 会 計 基 準 の 適 用 に 伴 う 影 響 額 
環 境 対 策 引 当 金 繰 入 額 

税 引 前 当 期 純 利 益                  
法人税、住民税及び事業税                  
法 人 税 等 調 整 額                  
法 人 税 等 合 計                  
当 期 純 利 益                

     
  

   
１８４，８４５ 
１６７，１９６ 
１４，４０７ 

２３２ 
６４ 
６４ 

２，８７９ 
９，７５５ 
１，６３０ 
８，１２４ 
５，８８６ 

９ 
５，８７６ 
２，７２５ 
１，５１７ 
１，２０２ 

５ 
４，０５２ 

６８ 

 
   ３，９８４ 

５２，５８６ 
５，６６５ 

１４５ 
３５，９９９ 

１９ 
０ 

１０，６６９ 
８６ 

２，４０５ 
３９９ 

２，００６ 
５５ 
５５ 

２，３２３ 
１，４７２ 

５１４ 
８１ 

２５４ 
７６，０８４ 
４６，５８５ 
３９，０５９ 

８４７ 
５５ 

２，３８６ 

        
   ４，２３４     

 
１，７４４ 

 
       ２５２ 

１５２ 
８９６ 

 
       ２４８ 

４，８１２ 

２０７，２６５ 

   ８，４００     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１８０，０４１     
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  ２７，２２４ 
         

１，９９６ 
      

 
１，２９７ 

 
 

  
  ２７，９２３ 
         

        
  

 １３，２１２ 

 

 １４，７１１ 
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第82期 
  
 

平成22年４月 １日から  

 
 
株主資本等変動計算書 

平成23年３月31日まで 

                                                 （単位：百万円） 

 ‐3‐ 

科     目  金    額 

株 主 資 本   

 資 本 金   

  前 期 末 残 高  ２１８，６５３ 

  当 期 変 動 額   

   当 期 変 動 額 合 計  ― 

  当 期 末 残 高  ２１８，６５３ 

 危 機 対 応 準 備 金   

  前 期 末 残 高  １５０，０００ 

  当 期 変 動 額   

   当 期 変 動 額 合 計  ― 

  当 期 末 残 高  １５０，０００ 

 特 別 準 備 金   

  前 期 末 残 高  ４００，８１１ 

  当 期 変 動 額   

   当 期 変 動 額 合 計  ― 

  当 期 末 残 高  ４００，８１１ 

 資 本 剰 余 金   

  そ の 他 資 本 剰 余 金   

   前 期 末 残 高  ０ 

   当 期 変 動 額   

    自 己 株 式 の 処 分  ０ 

    当 期 変 動 額 合 計  ０ 

   当 期 末 残 高  ０ 

  資 本 剰 余 金 合 計   

   前 期 末 残 高  ０ 

   当 期 変 動 額   

    自 己 株 式 の 処 分  ０ 

    当 期 変 動 額 合 計  ０ 

   当 期 末 残 高  ０ 

 利 益 剰 余 金   

  利 益 準 備 金   

   前 期 末 残 高  １４，３１４ 

   当 期 変 動 額   

    剰 余 金 の 配 当  ８９９ 

    当 期 変 動 額 合 計  ８９９ 

   当 期 末 残 高  １５，２１４ 

  そ の 他 利 益 剰 余 金   

   固 定 資 産 圧 縮 積 立 金   

    前 期 末 残 高  ― 

    当 期 変 動 額   

     固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 の 積 立  ６４７ 

     固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 の 取 崩  △２ 

     当 期 変 動 額 合 計  ６４４ 

    当 期 末 残 高  ６４４ 

   特 別 積 立 金   

    前 期 末 残 高  ４９，５７０ 
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        ‐4‐ 
 

科     目  金    額 

    当 期 変 動 額   

     当 期 変 動 額 合 計  ― 

    当 期 末 残 高  ４９，５７０ 

   繰 越 利 益 剰 余 金   

    前 期 末 残 高  ５，６１６ 

    当 期 変 動 額   

     剰 余 金 の 配 当  △５，３９８ 

     当 期 純 利 益  １４，７１１ 

     固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 の 積 立  △６４７ 

     固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 の 取 崩  ２ 

     当 期 変 動 額 合 計  ８，６６７ 

    当 期 末 残 高  １４，２８４ 

  利 益 剰 余 金 合 計   

   前 期 末 残 高  ６９，５０２ 

   当 期 変 動 額   

    剰 余 金 の 配 当  △４，４９８ 

    当 期 純 利 益  １４，７１１ 

    固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 の 積 立  ― 

    固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 の 取 崩  ― 

    当 期 変 動 額 合 計  １０，２１２ 

   当 期 末 残 高  ７９，７１４ 

 自 己 株 式   

  前 期 末 残 高  △９５８ 

  当 期 変 動 額   

   自 己 株 式 の 取 得  △１２ 

   自 己 株 式 の 処 分  ０ 

   当 期 変 動 額 合 計  △１１ 

  当 期 末 残 高  △９７０ 

 株 主 資 本 合 計   

  前 期 末 残 高  ８３８，００８ 

  当 期 変 動 額   

   剰 余 金 の 配 当  △４，４９８ 

   当 期 純 利 益  １４，７１１ 

   自 己 株 式 の 取 得  △１２ 

   自 己 株 式 の 処 分  ０ 

   当 期 変 動 額 合 計  １０，２００ 

  当 期 末 残 高  ８４８，２０８ 

評 価 ・ 換 算 差 額 等   

 そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金   

  前 期 末 残 高  ４，７１８ 

  当 期 変 動 額   

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  １，３７３ 

   当 期 変 動 額 合 計  １，３７３ 

  当 期 末 残 高  ６，０９２ 

 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益   

  前 期 末 残 高  ２４７ 
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        ‐5‐ 
 

科     目  金    額 

  当 期 変 動 額   

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  △１４９ 

   当 期 変 動 額 合 計  △１４９ 

  当 期 末 残 高  ９８ 

 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計   

  前 期 末 残 高  ４，９６６ 

  当 期 変 動 額   

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  １，２２４ 

   当 期 変 動 額 合 計  １，２２４ 

  当 期 末 残 高  ６，１９０ 

純 資 産 合 計   

 前 期 末 残 高  ８４２，９７４ 

 当 期 変 動 額   

  剰 余 金 の 配 当  △４，４９８ 

  当 期 純 利 益  １４，７１１ 

  自 己 株 式 の 取 得  △１２ 

  自 己 株 式 の 処 分  ０ 

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  １，２２４ 

  当 期 変 動 額 合 計  １１，４２４ 

 当 期 末 残 高  ８５４，３９９ 
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 個別注記表 

 

 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

重要な会計方針 

1. 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準 

金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を

利用して利益を得る等の目的（以下｢特定取引目的｣という。）の取引については、取引の約定時点を基

準とし、貸借対照表上｢特定取引資産｣及び｢特定取引負債｣に計上するとともに、当該取引からの損益を

損益計算書上｢特定取引収益｣及び｢特定取引費用｣に計上しております。 

特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については決算日の時価により、

スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については決算日において決済したものとみなした額に

より行っております。 

また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当事業年度中の受払利息等に、有価証券、金銭

債権等については前事業年度末と当事業年度末における評価損益の増減額を、派生商品については前事

業年度末と当事業年度末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。 

2. 有価証券の評価基準及び評価方法 

 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社・

子法人等株式及び関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のあ

る株式については当事業年度末前１ヵ月平均に基づいた市場価格、時価のある株式以外のものについて

は決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、時価を把握するこ

とが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。なお、そ

の他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

 デリバティブ取引(特定取引目的の取引を除く)の評価は、時価法により行っております。 

4. 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

  有形固定資産は、定率法を採用しております。また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

  建物  ２年～60年 

  その他 ２年～20年 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

  無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、金

庫内における利用可能期間（主として５年）に基づいて償却しております。 

(3) リース資産 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を

耐用年数とした定額法によっております。なお、残存価額については零としております。   

5. 繰延資産の処理方法 

 債券発行費は、支出時に全額費用として処理しております。 

6. 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

 外貨建資産･負債及び海外支店勘定は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。 
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7. 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

  貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」

（日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第４号）に規定する正常先債権及び要注意先債権

に相当する債権については、一定の種類毎に分類し、過去の一定期間における各々の貸倒実績から

算出した貸倒実績率等に基づき引き当てております。破綻懸念先債権に相当する債権については、

債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と

認める額を引き当てております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権

額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を引き当てておりま

す。 

破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、

債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債

権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権

の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により引き当てており

ます。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し､当該部署から

独立した資産監査部署が査定結果を監査しており､その査定結果に基づいて上記の引当を行ってお

ります。 

(2) 賞与引当金 

   賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職員に対する賞与の支給見込額のうち、当

事業年度に帰属する額を計上しております。 

(3) 退職給付引当金 

  退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、数理計算上の差異の損益処理方法は以

下のとおりであります。 

  数理計算上の差異 各発生年度の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数(14年)による定額法 

            により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理 

(4) 役員退職慰労引当金 

   役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の

支給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。 

(5) 睡眠債券払戻損失引当金 

   睡眠債券払戻損失引当金は、負債計上を中止した債券等について、将来の払戻請求に応じて発生

する損失を見積り必要と認める額を計上しております。 

(6) 環境対策引当金 

   環境対策引当金は、ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物の処理費用の支出に備えるため、今後

発生すると認められる額を計上しております。 

 

 

 

36



（追加情報） 

   当事業年度において、ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物の処理費用の金額的重要性が増した

ことから、今後の発生見込額を環境対策引当金として計上しております。 

   これにより、税引前当期純利益は250百万円減少し、環境対策引当金は、同額増加しております。

  

8. ヘッジ会計の方法 

(1)為替変動リスク・ヘッジ 

   外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における

外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員

会報告第25号）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨

建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う為替スワップ取引をヘッジ手段とし、ヘッ

ジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを

確認することによりヘッジの有効性を評価しております。 

 (2)内部取引等 

デリバティブ取引のうち特定取引勘定とそれ以外の勘定との間(又は内部部門間)の内部取引につ

いては、ヘッジ手段として指定している金利スワップ取引に対して、「銀行業における金融商品会

計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24

号。以下「業種別監査委員会報告第24号」という。）に基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ運営

が可能と認められる対外カバー取引の基準に準拠した運営を行っているため、当該金利スワップ取

引から生じる収益及び費用は消去せずに損益認識を行っております。 

なお、一部の資産・負債については、繰延ヘッジ、あるいは金利スワップの特例処理を行って

おります。 

9. 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

  

会計方針の変更 

（資産除去債務に関する会計基準） 

当事業年度から「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資

産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用して

おります。 

これにより、経常利益は31百万円、税引前当期純利益は927百万円減少しております。また、当会計基準

等の適用開始による資産除去債務の増加額は88百万円、その他の資産の減少額は810百万円であります。 

37



追加情報 

 (特別準備金) 

 平成20年10月１日の株式会社化に伴い、株式会社商工組合中央金庫法附則第５条に基づき、資本金、

利益剰余金から特別準備金への振替を行っております。 

 なお、特別準備金は、次の性格を有しております。 

 (1)  剰余金の額の計算においては、株式会社商工組合中央金庫法第43条の規定に基づき、特別準備

金の額は、資本金及び準備金の額の合計額に算入されます。 

 (2)  欠損のてん補を行う場合、株式会社商工組合中央金庫法第44条第２項の規定に基づき、資本準

備金及び利益準備金の額の合計額が零となったときは、特別準備金の額を減少することができま

す。なお、特別準備金の額を減少した後において剰余金の額が零を超えることとなったときは、

株式会社商工組合中央金庫法第44条第４項の規定に基づき、特別準備金の額を増加しなければな

りません。 

 (3)  自己資本の充実の状況その他財務内容の健全性が向上し、その健全性が確保されるに至ったと

認められる場合には、株式会社商工組合中央金庫法第45条の規定に基づき、株主総会の決議によ

って、特別準備金の額の全部又は一部を国庫に納付することができます。 

 (4)  仮に清算することとなった場合には、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、株式会

社商工組合中央金庫法第46条の規定に基づき、特別準備金の額を国庫に納付するものとされてい

ます。 

 (危機対応準備金) 

 株式会社商工組合中央金庫法附則第１条の２に基づき、危機対応業務の円滑な実施のため、政府が出

資した金額を危機対応準備金として計上しております。 

なお、危機対応準備金は次の性格を有しております。 

 (1)  剰余金の額の計算においては、株式会社商工組合中央金庫法第43条の規定に基づき、危機対応

準備金の額は、資本金及び準備金の額の合計額に算入されます。 

 (2)  欠損のてん補を行う場合、株式会社商工組合中央金庫法第44条第１項の規定に基づき、特別準

備金の額が零となったときは、危機対応準備金の額を減少することができます。なお、危機対応

準備金の額を減少した後において剰余金の額が零を超えることとなったときは、株式会社商工組

合中央金庫法第44条第４項の規定に基づき、危機対応準備金の額を増加しなければなりません。

この危機対応準備金の額の増加は、株式会社商工組合中央金庫法第44条第５項の規定に基づき、

特別準備金の額の増加に先立って行うこととされています。 

 (3)  危機対応業務の円滑な実施のため必要な財政基盤が十分に確保されるに至ったと株式会社商工

組合中央金庫が認める場合には、株式会社商工組合中央金庫法第45条に基づき、株主総会の決議

によって、危機対応準備金の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付するものとされてい

ます。 

 (4)  仮に清算することとなった場合には、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、株式会

社商工組合中央金庫法第46条の規定に基づき、危機対応準備金の額を国庫に納付するものとされ

ています。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

1. 関係会社の株式及び出資金総額   3,933百万円 

2. 貸出金のうち、破綻先債権額は105,756百万円、延滞債権額は197,683百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元

本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を

行った部分を除く。以下｢未収利息不計上貸出金｣という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97

号)第96条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出

金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を

図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

3. 貸出金のうち、３ヵ月以上延滞債権額は1,535百万円であります。 

なお、３ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延してい

る貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

4. 貸出金のうち、貸出条件緩和債権に該当する金額はありません。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利

息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先

債権、延滞債権及び３ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

5. 破綻先債権額、延滞債権額、３ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は304,975百万円

であります。 

なお、上記２.から５.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

6. 手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受

け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法

で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、295,955百万円であります。 

7. 担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

  有価証券                   186,417百万円 

担保資産に対応する債務 

  預金                        5,448百万円 

  借用金                      35,000百万円 

 上記のほか、為替決済、デリバティブ等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価

証券177,325百万円を差し入れております。 

また、その他の資産のうち保証金・敷金等は、2,360百万円であります。 

8. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた

場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約す

る契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、868,217百万円であります。このうち原契約

期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが833,597百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのもの

が必ずしも当金庫の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多

くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当金庫が実行申し込みを受
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けた融資の中止又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約

時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている

金庫内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じて

おります。 

9. 有形固定資産の減価償却累計額   59,325百万円 

10. 有形固定資産の圧縮記帳額     18,328百万円 

11. 借入金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金46,000

百万円が含まれております。 

12. 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する

当金庫の保証債務の額は192,389百万円であります。 

13. １株当たりの純資産額   139円45銭 

純資産額の算定にあたっては、株式会社商工組合中央金庫法施行規則に基づき、危機対応準備金及び

特別準備金を控除しております。 

14. 関係会社に対する金銭債権総額          20,255百万円 

15. 関係会社に対する金銭債務総額           5,914百万円 
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 （損益計算書関係） 

1. 関係会社との取引による収益 

資金運用取引に係る収益総額             190百万円 

 役務取引等に係る収益総額               15百万円 

 その他業務・その他経常取引に係る収益総額       82百万円 

関係会社との取引による費用 

 資金調達取引に係る費用総額             15百万円 

 その他業務・その他経常取引に係る費用総額     254百万円 

 その他の取引に係る費用総額           4,586百万円 

2. １株当たり当期純利益金額 ６円75銭 

 

（株主資本等変動計算書関係） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(単位：千株) 

 前事業年度末 

株式数 

当事業年度 

増加株式数 

当事業年度 

減少株式数 

当事業年度末

株式数 

摘  要 

自己株式      

 普通株式 9,541 90 2 9,629 (注) 

合計 9,541 90 2 9,629  

 （注）自己株式のうち普通株式の増加は、単元未満株式の買取請求に応じたことによるものであり 

ます。減少は、単元未満株式の買増請求に応じたことによるものであります。 

  

     

 

（有価証券関係） 

   貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「商品有価証券」 

「買入金銭債権」中の信託受益権が含まれております。 

 1. 売買目的有価証券（平成23年３月31日現在） 

  当事業年度の損益に含まれた 

 評価差額（百万円） 

売買目的有価証券 △2 
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2. 満期保有目的の債券（平成23年３月31日現在） 

 

種類 

貸借対照表 

計上額 
時価 差額 

 （百万円） （百万円） （百万円） 

時価が貸借対照表

計上額を超えるも

の 

国債 219,713 222,571 2,858 

社債 7,815 7,830 14 

小計 227,528 230,401 2,873 

時価が貸借対照表

計上額を超えない

もの 

国債 122,443 121,908 △535 

社債 － － － 

小計 122,443 121,908 △535 

合計 349,972 352,310 2,337 
 

3. 子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（平成23年３月31日現在） 

 貸借対照表計上額 

（百万円） 

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

子会社・子法人等株式 － － － 

関連法人等株式 － － － 

合計 － － － 

 

(注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社・子法人等株式及び関連法人等株式 

 
貸借対照表計上額 

（百万円） 

子会社・子法人等株式 3,441 

関連法人等株式 － 

合計 3,441 

 これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、

「子会社・子法人等株式及び関連法人等株式」には含めておりません。 
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4. その他有価証券（平成23年３月31日現在） 

 

種類 

貸借対照表 

計上額 
取得原価 差額 

 （百万円） （百万円） （百万円） 

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

るもの 

株式 9,022 4,896 4,125 

債券 1,394,036 1,385,327 8,708 

 国債 1,009,037 1,003,791 5,245 

 地方債 99,526 99,071 455 

 社債 285,472 282,464 3,008 

その他 836 833 2 

小計 1,403,894 1,391,057 12,836 

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの 

株式 5,961 7,093 △1,131 

債券 559,056 560,488 △1,431 

 国債 480,112 481,163 △1,050 

 地方債 40,596 40,744 △148 

 社債 38,346 38,579 △233 

その他 20,880 20,985 △104 

小計 585,898 588,566 △2,667 

合計 1,989,793 1,979,624 10,168 
 

  

(注)時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券 

 
貸借対照表計上額 

（百万円） 

株式 8,590 

その他 492 

合計 9,082 

 これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、

上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

5. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

 売却額 

（百万円） 

売却益の合計額 

（百万円） 

売却損の合計額 

（百万円） 

株式 207 66 6 

債券 133,069 1,173 109 

国債 133,069 1,173 109 

その他 26,983 30 1,412 

合計 160,260 1,270 1,528 
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6. 減損処理を行った有価証券 

有価証券（売買目的有価証券を除く。）で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取

得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められな

いものについては、当該時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年

度の損失として処理（以下「減損処理」という。）しております。 

当事業年度における減損処理額は、2,846百万円（うち、株式2,332百万円、社債514百万円）

であります。 

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準において、

有価証券の発行会社の区分ごとに次のとおり定めております。 

破綻先、実質破綻先、破綻懸念先  時価が取得原価に比べて下落 

要注意先             時価が取得原価に比べて30％以上下落 

正常先              時価が取得原価に比べて50％以上下落 

 なお、要注意先とは今後管理に注意を要する債務者、正常先とは破綻先、実質破綻先、破綻

懸念先及び要注意先以外の債務者であります。 

 

 （税効果会計関係） 

 

 

 

 

 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は､それぞれ以下のとおりであります。 

  繰延税金資産           

   貸倒引当金             61,909 百万円 

   退職給付引当金            5,440 

   その他               11,420 

  繰延税金資産小計            78,771 

  評価性引当額            △10,894 

  繰延税金資産合計           67,877 

  繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金       4,076 

子会社株式                933 

固定資産圧縮積立金           442 

繰延ヘッジ損益             67 

   その他                   0 

  繰延税金負債合計            5,520 

  繰延税金資産の純額          

 
 62,356百万円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44


	決算概要.pdf
	①連結計算書類
	②連結包括利益計算書
	③連結株主資本等変動計算書.ｐｄｆ
	④連結注記
	⑤計算書類
	⑥株主資本等変動計算書
	⑦個別注記表



